
○農地法第４条・第５条（転用）の手続・処理手順 
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⑨送付

⑧意見回答

②申請書の受付・審査 

　　受付締切：２～４月及び 12 月は各月 22 日 

　　　　　　　その他の月は各月 25 日 

　　　　　　　（休日の場合はその翌日） 

③書類の審査及び補完整備 

④現地調査及び聴取調査（毎月上旬）の実施 

⑤内部検討会の実施 

⑥総会（毎月中旬開催）による審議、意見の決定 

案件が〈１〉30ａを超える転用申請 

〈２〉砂利採取（一時転用） 

〈３〉営農型太陽光発電　　等の場合は総会後に 

⑦県農業委員会ネットワーク機構へ意見聴取 

⑧同機構から意見回答 

を経てから県へ送付 

⑦意見聴取①許可申請書の提出

県　

知　

事

⑩許可（農業委員会経由で許可書交付）


